
二
〇
七

第
十
二
章　

議
案　
　

第
一
節　

議
案
等
の
提
出　
　

（
一
四
八
）

第
十
二
章　

議
案

第
一
節　

議
案
等
の
提
出

一
四
八　

議
案
を
発
議
す
る
に
は
、
発
議
者
及
び
賛
成
者
が
署
名
又
は
記
名

押
印
し
た
提
出
文
を
添
付
す
る

議
員
が
議
案
を
発
議
す
る
と
き
は
、
議
案
に
発
議
者
及
び
賛
成
者
が
署
名
又
は
記
名
押
印
し
た
「
右
の
議
案
を
発
議
す

る
」
と
の
提
出
文
を
添
付
す
る
。

な
お
、
修
正
案
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
例
に
よ
り
「
右
の
修
正
案
を
提
出
す
る
」
と
の
提
出
文
を
添
付
す
る
。

参
照　

一
七
〇
号
、
三
二
七
号

国 

第
五
六
条

　

 

第
五
七
条

 

第
五
七

条
の
二

規 

第
二
四
条

　

 

第
一
二
五

条



二
〇
八

一
四
九　

議
案
を
発
議
す
る
に
は
、
発
議
者
の
ほ
か
、
所
定
の
賛
成
者
を
要

す
る

議
員
が
議
案
を
発
議
す
る
に
は
、
発
議
者
の
ほ
か
、
十
人
以
上
の
賛
成
者
を
要
す
る
。
た
だ
し
、
予
算
を
伴
う
法
律
案

に
つ
い
て
は
二
十
人
以
上
の
賛
成
者
を
要
す
る
。

ま
た
、
議
員
が
憲
法
改
正
原
案
を
発
議
す
る
に
は
、
発
議
者
の
ほ
か
、
五
十
人
以
上
の
賛
成
者
を
要
す
る
。

な
お
、
修
正
案
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

参
照　

二
五
六
号
、
三
〇
九
号

一
五
〇　

決
議
案
に
つ
い
て
、
発
議
者
の
数
が
所
定
の
賛
成
者
の
数
を
超
え

て
い
た
た
め
、
賛
成
者
が
な
か
っ
た
が
こ
れ
を
所
定
の
賛
成
者
が

あ
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
た
例

第
二
十
二
回
国
会　

昭
和
三
十
年
七
月
二
十
六
日
石
村
幸
作
君
外
十
九
名
か
ら
発
議
さ
れ
た
合
併
市
町
村
の
育
成
強
化

に
関
す
る
決
議
案
は
、
所
定
の
賛
成
者
の
数
を
超
え
る
発
議
者
が
連
署
し
た
の
み
で
賛
成
者
の
連
署
が
な
か
っ
た
が
、

国 
第
五
六
条

　

 
第
五
七
条

 

第
五
七

条
の
二

 

第
六
八

条
の
二

 

第
六
八

条
の
四

国 

第
五
六
条

規 

第
二
四
条



二
〇
九

第
十
二
章　

議
案　
　

第
一
節　

議
案
等
の
提
出　
　

（
一
四
九
―
一
五
一
）

こ
れ
を
所
定
の
賛
成
者
が
あ
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

参
照　

二
五
六
号

一
五
一　

議
員
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
議
案
の
発
議
者
又
は
賛
成
者
か
ら
削

除
す
る

議
案
の
発
議
者
又
は
賛
成
者
で
あ
っ
た
議
員
が
議
員
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
議
案
の
発
議
者
又
は
賛
成
者
か
ら
こ
れ

を
削
除
す
る
。
こ
の
場
合
、
発
議
者
が
全
部
な
く
な
っ
た
と
き
は
議
案
は
消
滅
す
る
が
、
一
人
で
も
残
っ
て
い
る
と
き

は
そ
の
議
案
は
影
響
を
受
け
な
い
。
ま
た
、
賛
成
者
が
全
部
な
く
な
っ
て
も
、
議
案
は
影
響
を
受
け
な
い
。

（
注
）
第
二
十
五
回
国
会
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
の
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
次
の
決
定
が
あ
っ
た
。

一　

 

議
案
の
発
議
者
又
は
賛
成
者
で
あ
っ
て
、
議
員
の
任
期
満
了
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
議
員
で
な
く
な
っ
た
者
は
、
発
議

者
又
は
賛
成
者
か
ら
削
除
す
る
。

二　

右
の
結
果
議
案
の
発
議
者
又
は
賛
成
者
が
減
少
し
た
場
合
に
お
い
て
、

1　

発
議
者
が
減
少
し
て
も
発
議
者
が
一
人
で
も
残
っ
て
い
る
限
り
そ
の
議
案
は
影
響
を
受
け
な
い
。

国 

第
五
六
条



二
一
〇

2　

発
議
者
が
全
部
な
く
な
っ
た
と
き
は
議
案
は
消
滅
す
る
。

3　

 

賛
成
者
が
減
少
し
て
成
規
の
数
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
又
は
賛
成
者
が
全
部
な
く
な
っ
た
場
合
に
も
議
案
は
影
響
を

受
け
な
い
。

参
照　

四
〇
三
号

一
五
二　

国
務
大
臣
等
で
あ
る
議
員
は
、
議
案
の
発
議
者
又
は
賛
成
者
と
な

ら
な
い
の
を
例
と
す
る

国
務
大
臣
、
内
閣
官
房
副
長
官
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
、
副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
又
は
大
臣
補
佐
官
で
あ
る
議
員
は
、

議
案
の
発
議
者
又
は
賛
成
者
と
な
ら
な
い
の
を
例
と
す
る
。

一
五
三　

議
案
の
発
議
者
又
は
賛
成
者
の
変
更
は
、
認
め
な
い
の
を
例
と
す

る

議
案
の
発
議
者
又
は
賛
成
者
の
追
加
若
し
く
は
取
消
し
は
、
認
め
な
い
の
を
例
と
す
る
。
た
だ
し
、
議
長
が
特
に
必
要



二
一
一

第
十
二
章　

議
案　
　

第
一
節　

議
案
等
の
提
出　
　

（
一
五
二
―
一
五
五
）

が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
諮
り
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
あ
る
。

参
照　

一
八
九
号

一
五
四　

決
議
案
は
、
そ
の
本
文
で
理
由
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
場
合
に

は
、
理
由
書
を
付
さ
な
い
で
発
議
す
る
こ
と
が
で
き
る

議
案
は
理
由
を
付
し
て
発
議
す
る
定
め
で
あ
る
が
、
決
議
案
は
、
そ
の
本
文
で
理
由
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
場
合
に

は
、
別
に
理
由
書
を
付
さ
な
い
で
発
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

参
照　

二
七
九
号

一
五
五　

修
正
案
の
提
出
に
は
、
理
由
を
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

議
案
に
対
す
る
修
正
案
を
提
出
す
る
に
は
、
理
由
を
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

規 

第
二
四
条

規 

第
一
二
五

条



二
一
二

一
五
六　

予
算
を
伴
う
法
律
案
に
添
付
す
る
法
律
施
行
に
要
す
る
経
費
を
明

ら
か
に
し
た
文
書
に
関
す
る
例

議
員
が
予
算
を
伴
う
法
律
案
を
発
議
す
る
場
合
は
、
そ
の
法
律
施
行
に
要
す
る
経
費
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
添
え
て

提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
こ
の
場
合
の
文
書
の
主
な
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

㈠　
歳
出
が
増
加
す
る
場
合
の
例

第
二
十
二
回
国
会　

昭
和
三
十
年
五
月
十
日
田
中
一
君
外
一
名
発
議
の
国
設
住
宅
法
案
に
添
付
さ
れ
た
も
の

こ
の
法
律
施
行
に
要
す
る
経
費

こ
の
法
律
を
施
行
す
る
に
は
経
費
を
要
す
る
が
、
そ
の
所
要
額
は
、
国
設
住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
の
内
容
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
昭
和
三
十
年
度
に
お
い
て
十
五
万
戸
を
建
設
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
所
要
額
は
、

約
七
百
二
十
億
円
で
あ
る
。

同　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
十
年
七
月
二
十
一
日
地
方
行
政
委
員
会
提
出
の
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
添
付
さ
れ
た
も
の

こ
の
法
律
施
行
に
要
す
る
経
費

こ
の
法
律
の
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
つ
い
て
約
二
千
万
円
の
減
少
、
参
議
院
議
員

規 

第
二
四
条



二
一
三

第
十
二
章　

議
案　
　

第
一
節　

議
案
等
の
提
出　
　

（
一
五
六
）

の
通
常
選
挙
に
つ
い
て
は
約
三
千
万
円
の
増
加
と
な
る
。

第
五
十
五
回
国
会　

昭
和
四
十
二
年
五
月
十
一
日
鈴
木
力
君
外
一
名
発
議
の
女
子
教
育
職
員
育
児
休
暇
法
案
に
添
付

さ
れ
た
も
のこ

の
法
律
施
行
に
要
す
る
経
費

こ
の
法
律
施
行
に
要
す
る
経
費
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
に
お
い
て
約
九
億
六
千
万
円
（
平
年
度
約
十
九
億
二

千
万
円
）
の
見
込
み
で
あ
る
。

第
百
四
十
五
回
国
会　

平
成
十
一
年
一
月
二
十
七
日
山
下
栄
一
君
外
三
名
発
議
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置

法
案
に
添
付
さ
れ
た
も
の

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費
は
、
平
年
度
約
三
十
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。

第
百
四
十
七
回
国
会　

平
成
十
二
年
二
月
二
十
二
日
小
池
晃
君
外
一
名
発
議
の
介
護
保
険
法
及
び
介
護
保
険
法
施
行

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
添
付
さ
れ
た
も
の

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費
は
、
初
年
度
約
七
千
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。

㈡　
歳
入
が
減
少
す
る
場
合
の
例



二
一
四

第
百
十
八
回
国
会　

平
成
二
年
三
月
三
十
一
日
木
庭
健
太
郎
君
発
議
の
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
添
付
さ
れ
た
も
の

こ
の
法
律
の
施
行
に
よ
り
歳
入
減
と
な
る
見
込
額

こ
の
法
律
の
施
行
に
よ
り
歳
入
減
と
な
る
額
は
、
平
成
二
年
度
約
三
千
六
百
十
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。

一
五
七　

法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
で
予
算
の
増
額
を
伴
う
も
の
又
は
予
算

を
伴
う
こ
と
と
な
る
も
の
に
添
付
す
る
修
正
の
結
果
必
要
と
な
る

経
費
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
に
関
す
る
例

法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
で
予
算
の
増
額
を
伴
う
も
の
又
は
予
算
を
伴
う
こ
と
と
な
る
も
の
を
提
出
す
る
場
合
は
、
そ

の
修
正
の
結
果
必
要
と
な
る
経
費
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
こ
の
場
合
の
文
書

の
主
な
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
四
十
八
回
国
会　

昭
和
四
十
年
三
月
三
十
一
日
木
村
禧
八
郎
君
外
四
名
か
ら
提
出
さ
れ
た
所
得
税
法
案
に
対
す
る

修
正
案
に
添
付
さ
れ
た
も
の

こ
の
修
正
の
結
果
歳
入
減
と
な
る
見
込
額

規 

第
一
二
五

条



二
一
五

第
十
二
章　

議
案　
　

第
一
節　

議
案
等
の
提
出　
　

（
一
五
七
）

こ
の
修
正
の
結
果
、
平
年
度
に
お
い
て
約
百
億
円
の
歳
入
減
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

第
六
十
一
回
国
会　

昭
和
四
十
四
年
七
月
二
十
九
日
鈴
木
一
弘
君
か
ら
提
出
さ
れ
た
健
康
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
に
添
付
さ
れ
た
も
の

こ
の
修
正
の
結
果
必
要
と
な
る
経
費

こ
の
修
正
の
結
果
、
一
般
会
計
に
お
け
る
歳
出
増
は
、
昭
和
四
十
四
年
度
に
お
い
て
約
二
百
四
十
八
億
円
、

平
年
度
に
お
い
て
約
八
百
七
十
四
億
円
の
見
込
み
で
あ
り
、
船
員
保
険
特
別
会
計
に
お
け
る
歳
出
増
は
、
昭

和
四
十
四
年
度
に
お
い
て
約
一
億
円
、
平
年
度
に
お
い
て
約
三
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。

同　
　
　
　
　
　
　

昭
和
四
十
四
年
七
月
二
十
九
日
大
橋
和
孝
君
か
ら
提
出
さ
れ
た
健
康
保
険
法
及
び
船
員
保
険
法

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
に
添
付
さ
れ
た
も
の

こ
の
修
正
の
結
果
必
要
と
な
る
経
費

こ
の
修
正
の
結
果
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
に
お
い
て
昭
和
四
十
四
年
度
約
五
十
億
円
、
昭
和
四
十
五
年
度
約

百
億
円
、
船
員
保
険
特
別
会
計
に
お
い
て
昭
和
四
十
四
年
度
約
一
億
円
、
昭
和
四
十
五
年
度
約
二
億
円
の
歳

出
増
と
な
る
見
込
み
で
あ
り
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
に
お
い
て
昭
和
四
十
四
年
度
約
百
六
十
億
円
、
昭
和
四

十
五
年
度
約
二
百
八
十
億
円
、
船
員
保
険
特
別
会
計
に
お
い
て
昭
和
四
十
四
年
度
約
三
億
円
、
昭
和
四
十
五

年
度
約
五
億
円
の
歳
入
減
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。



二
一
六

参
照　

三
三
一
号

一
五
八　

本
院
提
出
法
律
案
に
は
、
理
由
及
び
そ
の
法
律
施
行
に
要
す
る
経

費
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
付
さ
な
い

議
員
発
議
、
委
員
会
提
出
又
は
調
査
会
提
出
の
法
律
案
を
議
決
し
、
本
院
提
出
法
律
案
と
し
て
衆
議
院
に
送
付
す
る
場

合
に
は
、
議
案
に
理
由
及
び
そ
の
法
律
施
行
に
要
す
る
経
費
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
付
さ
な
い
。

一
五
九　

総
予
算
は
、
一
月
中
に
国
会
に
提
出
さ
れ
る
の
を
常
例
と
す
る

総
予
算
は
、
前
年
度
の
一
月
中
に
国
会
に
提
出
す
る
の
を
常
例
と
す
る
定
め
で
あ
り
、
第
百
二
十
三
回
国
会
に
お
け
る

平
成
四
年
度
総
予
算
以
降
、
一
月
の
常
会
の
会
期
の
始
め
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
年
度
の
二
月
以
降
に
提

出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
百
二
十
九
回
国
会　

平
成
六
年
三
月
四
日
提
出　

平
成
六
年
度
総
予
算

第
百
八
十
三
回
国
会　

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日
提
出　

平
成
二
十
五
年
度
総
予
算

（
規 

第
二
四

条
）

財 

第
二
七
条



二
一
七

第
十
二
章　

議
案　
　

第
一
節　

議
案
等
の
提
出　
　

（
一
五
八
―
一
六
〇
）

第
百
八
十
九
回
国
会　

平
成
二
十
七
年
二
月
十
二
日
提
出　

平
成
二
十
七
年
度
総
予
算

（
注
）
財
政
法
第
二
十
七
条
は
、「
内
閣
は
、
毎
会
計
年
度
の
予
算
を
、
前
年
度
の
十
二
月
中
に
、
国
会
に
提
出
す
る
の
を
常
例
と
す

る
。」
と
な
っ
て
い
た
が
、
第
百
二
十
一
回
国
会
に
お
け
る
国
会
法
の
改
正
（
平
成
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
に
よ
り
、「
内
閣

は
、
毎
会
計
年
度
の
予
算
を
、
前
年
度
の
一
月
中
に
、
国
会
に
提
出
す
る
の
を
常
例
と
す
る
。」
と
改
め
ら
れ
た
。

参
照　

三
六
五
号

一
六
〇　

条
約
が
本
院
に
先
に
提
出
さ
れ
た
例

第
二
十
五
回
国
会　

昭
和
三
十
一
年
十
一
月
十
二
日
千
九
百
五
十
六
年
の
国
際
小
麦
協
定
の
受
諾
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
の
件
が
、
本
院
先
議
で
提
出
さ
れ
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

参
照　

一
四
〇
号



二
一
八

一
六
一　

内
閣
提
出
法
律
案
の
う
ち
、
予
算
に
関
係
の
あ
る
法
律
案
が
本
院

に
先
に
提
出
さ
れ
た
例

内
閣
提
出
法
律
案
の
う
ち
、
予
算
に
関
係
の
あ
る
法
律
案
が
本
院
に
先
に
提
出
さ
れ
た
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
十
二
回
国
会　

昭
和
三
十
年
五
月
九
日
提
出　

開
拓
融
資
保
証
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
昭
和
三
十
年
度

一
般
会
計
予
算
に
五
千
万
円
計
上
）

第
三
十
八
回
国
会　

昭
和
三
十
六
年
二
月
二
十
二
日
提
出　

消
防
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
昭
和
三
十

六
年
度
一
般
会
計
予
算
に
約
七
千
百
四
十
五
万
円
計
上
）

同　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
十
六
年
二
月
二
十
五
日
提
出　

新
市
町
村
建
設
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
昭
和
三
十
六
年
度
一
般
会
計
予
算
に
六
千
百
五
十
余
万
円
計
上
）

第
三
十
九
回
国
会　

昭
和
三
十
六
年
九
月
二
十
五
日
提
出　

建
設
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
昭
和
三

十
六
年
度
一
般
会
計
予
算
に
約
四
千
万
円
計
上
）

第
四
十
三
回
国
会　

昭
和
三
十
八
年
一
月
二
十
二
日
提
出　

奄
美
群
島
復
興
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
（
昭
和
三
十
八
年
度
一
般
会
計
予
算
に
五
千
万
円
計
上
）

同　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
十
八
年
一
月
二
十
四
日
提
出　

木
船
再
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
木
船
再

（
憲 

第
六
〇

条
）



二
一
九

第
十
二
章　

議
案　
　

第
一
節　

議
案
等
の
提
出　
　

（
一
六
一
）

保
険
特
別
会
計
に
お
け
る
昭
和
三
十
七
年
度
の
利
益
か
ら
適
用
さ
れ
、
利
益
の
還
付
は
昭
和
三
十
九
年
度
以
降
実
施
）

同　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
十
八
年
二
月
一
日
提
出　

皇
室
経
済
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
昭
和
三

十
八
年
度
一
般
会
計
予
算
に
四
百
二
十
五
万
円
計
上
）

同　
　
　
　
　
　
　

昭
和
三
十
八
年
二
月
十
二
日
提
出　

林
業
信
用
基
金
法
案
（
昭
和
三
十
八
年
度
一
般
会
計
予
算
に
三

億
五
千
万
円
計
上
）

第
四
十
四
回
国
会　

昭
和
三
十
八
年
十
月
十
五
日
提
出　

日
本
鉄
道
建
設
公
団
法
案
（
昭
和
三
十
八
年
度
特
別
会
計
予
算

産
業
投
資
特
別
会
計
に
五
億
円
計
上
）

第
四
十
六
回
国
会　

昭
和
三
十
九
年
二
月
十
一
日
提
出　

林
業
信
用
基
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
昭
和
三

十
九
年
度
一
般
会
計
予
算
に
三
億
五
千
万
円
計
上
）

第
百
二
回
国
会　

昭
和
六
十
年
四
月
十
七
日
提
出　

国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
（
昭
和
六
十
年
度
一
般
会
計
予
算
に
十
四
億
四
千
七
百
万
円
計
上
）

第
百
三
十
二
回
国
会　

平
成
七
年
二
月
十
三
日
提
出　

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
平
成
七
年
度
一
般
会
計
予
算
に
四
百
七
十
二
億
八
千
九
百
万
円
計
上
）

第
百
三
十
六
回
国
会　

平
成
八
年
二
月
十
三
日
提
出　

商
標
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
平
成
八
年
度
特
別
会

計
予
算
特
許
特
別
会
計
に
七
億
八
千
二
百
四
十
四
万
二
千
円
計
上
）



二
二
〇

第
百
四
十
二
回
国
会　

平
成
十
年
二
月
十
日
提
出　

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
平
成
十
年
度
一
般
会
計
予
算
に
五
百
十
九
億
七
千
万
円
計
上
）

第
百
四
十
五
回
国
会　

平
成
十
一
年
二
月
五
日
提
出　

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
平
成
十
一
年
度
特
別

会
計
予
算
特
許
特
別
会
計
に
お
い
て
約
二
十
九
億
円
の
減
収
見
込
み
）

第
百
四
十
七
回
国
会　

平
成
十
二
年
二
月
十
日
提
出　

商
業
登
記
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
平
成
十
二
年
度

一
般
会
計
予
算
に
二
千
八
百
四
十
四
万
七
千
円
、
同
年
度
特
別
会
計
予
算
登
記
特
別
会
計
に
三
億
八
千
二
百
六
十
九
万
六
千
円
計
上
）

第
百
五
十
一
回
国
会　

平
成
十
三
年
二
月
二
十
日
提
出　

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
平
成
十
三
年
度
一
般
会
計
予
算
に
五
百
五
十
六
億
五
千
百
万
円
計
上
）

第
百
六
十
四
回
国
会　

平
成
十
八
年
二
月
十
日
提
出　

海
上
物
流
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
（
平
成
十
八
年
度
一
般
会
計
予
算
に
一
億
円
、
同
年
度
特
別
会
計
予
算
港
湾
整
備
特
別
会
計
に
約
二
十
九
億
三
千
万

円
計
上
）

第
百
七
十
七
回
国
会　

平
成
二
十
三
年
三
月
八
日
提
出　

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
平
成
二
十
三
年
度
一

般
会
計
予
算
に
約
七
百
十
八
億
二
千
五
百
万
円
計
上
）



二
二
一

第
十
二
章　

議
案　
　

第
一
節　

議
案
等
の
提
出　
　

（
一
六
二
）

一
六
二　

予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
等
が
議
決
に

至
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
再
び
国
会
に
提
出
さ
れ
る

予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
等
が
議
決
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
再
び
国
会
に
提
出
さ
れ
る
。

そ
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
昭
和
二
十
二
年
度
予
備
費
使
用
総
調
書
外
一
件
及
び
昭
和
二
十
二
年
度
予
備
費
使
用
総

調
書
（
そ
の
二
）
外
一
件
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
審
議
未
了
と
な
っ
た
が
、
第
三
回
国
会
（
臨
時
）
及
び
第
四
回

国
会
（
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
一
日
召
集
、
同
月
二
十
三
日
衆
議
院
解
散
）
に
は
提
出
さ
れ
ず
、
第
五
回
国
会
（
特
別
）
に

昭
和
二
十
二
年
度
予
備
費
使
用
総
調
書
外
一
件
と
し
て
再
び
提
出
さ
れ
、
両
院
に
お
い
て
承
諾
さ
れ
た
。

第
十
五
回
国
会
（
特
別
）
に
提
出
さ
れ
た
昭
和
二
十
六
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
（
そ
の
2
）
外
二
件
及

び
昭
和
二
十
七
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
（
そ
の
1
）
外
一
件
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
審
議
未
了
と
な

り
、
第
十
六
回
国
会
（
特
別
）
に
昭
和
二
十
六
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
（
そ
の
2
）
外
二
件
及
び
昭

和
二
十
七
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
外
一
件
と
し
て
再
び
提
出
さ
れ
、
両
院
に
お
い
て
承
諾
さ
れ
た
。

そ
の
他
同
例
が
あ
る
。

（
注
）
第
六
十
三
回
国
会
以
後
、
件
名
が
「
予
備
費
使
用
総
調
書
」
か
ら
「
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
」
に

憲 
第
八
七
条

財 

第
三
六
条



二
二
二

改
め
ら
れ
た
。

一
六
三　

決
算
調
整
資
金
か
ら
の
歳
入
組
入
れ
に
関
す
る
調
書
が
議
決
に
至

ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
再
び
国
会
に
提
出
さ
れ
る

決
算
調
整
資
金
か
ら
の
歳
入
組
入
れ
に
関
す
る
調
書
が
議
決
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
再
び
国
会
に
提
出
さ
れ
る
。

そ
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
九
十
八
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
昭
和
五
十
六
年
度
決
算
調
整
資
金
か
ら
の
歳
入
組
入
れ
に
関
す
る
調
書
は
、
同
国

会
及
び
第
九
十
九
回
国
会
（
臨
時
）
に
は
衆
議
院
に
お
い
て
継
続
審
査
と
な
っ
た
が
、
第
百
回
国
会
（
臨
時
）（
昭
和

五
十
八
年
九
月
八
日
召
集
、
十
一
月
二
十
八
日
衆
議
院
解
散
）
に
は
衆
議
院
に
お
い
て
審
議
未
了
と
な
り
、
第
百
一
回
国

会
（
特
別
）
に
再
び
提
出
さ
れ
、
両
院
に
お
い
て
承
諾
さ
れ
た
。

（
注
）
決
算
調
整
資
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
四
号
）
に
よ
り
、
予
見
し
難
い
租
税
収
入
の
減
少
等
に
よ
り
一
般
会

計
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
不
足
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
不
足
を
補
塡
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
会
計
に

お
け
る
収
支
の
均
衡
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
決
算
調
整
資
金
が
設
置
さ
れ
、
同
法
第
九
条
に
よ
り
同
資
金
か
ら
の
歳
入
組

入
れ
に
関
す
る
調
書
に
つ
い
て
国
会
の
承
諾
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。



二
二
三

第
十
二
章　

議
案　
　

第
一
節　

議
案
等
の
提
出　
　

（
一
六
三
、
一
六
四
）

一
六
四　

決
算
は
、
翌
年
度
の
国
会
に
両
院
に
同
時
に
提
出
さ
れ
、
議
決
に

至
ら
な
か
っ
た
場
合
も
、
次
の
国
会
に
再
び
提
出
さ
れ
な
い
が
、

引
き
続
き
こ
れ
を
審
議
す
る

毎
会
計
年
度
の
決
算
は
、
翌
年
度
の
国
会
に
両
院
に
同
時
に
提
出
さ
れ
、
そ
の
国
会
に
お
い
て
議
決
に
至
ら
な
か
っ
た

場
合
も
、
次
の
国
会
に
再
び
提
出
さ
れ
な
い
が
、
引
き
続
い
て
こ
れ
を
審
議
す
る
。

国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
、
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
、
国
庫
債
務
負
担
行
為
総
調
書
及
び
日

本
放
送
協
会
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
説
明
書
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
注
）
財
政
法
第
四
十
条
は
、「
内
閣
は
、
会
計
検
査
院
の
検
査
を
経
た
歳
入
歳
出
決
算
を
、
翌
年
度
開
会
の
常
会
に
お
い
て
国
会
に
提

出
す
る
の
を
常
例
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
毎
会
計
年
度
の
決
算
は
、
翌
年
度
の
常
会
に
両
院
に
同
時
に
提
出
さ
れ
て
い

た
が
、
第
百
五
十
六
回
国
会
平
成
十
五
年
五
月
九
日
、
議
院
運
営
委
員
長
が
参
議
院
改
革
協
議
会
の
合
意
に
基
づ
い
て
、
平
成

十
五
年
度
決
算
以
降
は
、
決
算
の
提
出
時
期
を
早
め
、
会
計
年
度
翌
年
の
十
一
月
二
十
日
前
後
に
国
会
に
提
出
す
る
よ
う
政
府

に
要
請
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
平
成
十
五
年
度
決
算
は
、
第
百
六
十
一
回
国
会
（
臨
時
）
平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日
に
提
出

さ
れ
た
。
以
後
、
毎
会
計
年
度
の
決
算
は
、
翌
年
度
の
十
一
月
二
十
日
前
後
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
当
該
時
期
が
閉

憲 
第
九
〇
条

国 

第
六
八
条

財 

第
四
〇
条



二
二
四

会
中
で
あ
っ
た
た
め
、
次
の
国
会
の
召
集
日
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
平
成
十
六
年
度
決
算
・
第
百
六
十
四
回
国
会
平
成

十
八
年
一
月
二
十
日
提
出
、
平
成
二
十
六
年
度
決
算
・
第
百
九
十
回
国
会
平
成
二
十
八
年
一
月
四
日
提
出
、
令
和
二
年
度
決

算
・
第
二
百
七
回
国
会
（
臨
時
）
令
和
三
年
十
二
月
六
日
提
出
）。

参
照　

一
八
六
号

一
六
五　

条
約
は
邦
文
に
よ
り
提
出
さ
れ
る

条
約
は
、
邦
文
と
外
国
語
文
が
共
に
正
文
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
邦
文
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
外
国
語
文
の

み
が
正
文
で
あ
る
場
合
に
は
、
邦
訳
文
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
。

一
六
六　

世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
に
関
連
す
る
条
約

で
、
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の

譲
許
表
等
は
、
我
が
国
の
も
の
の
み
が
提
出
さ
れ
る

世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
に
関
連
す
る
条
約
で
、
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る



二
二
五

第
十
二
章　

議
案　
　

第
一
節　

議
案
等
の
提
出　
　

（
一
六
五
、
一
六
六
）

一
般
協
定
に
は
加
盟
各
国
の
譲
許
表
が
附
属
す
る
が
、
そ
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
で
は
、
譲
許
表
は
我

が
国
の
も
の
の
み
が
提
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
附
属
す
る
特
定
の
約
束
に
係
る

表
及
び
第
二
条
の
免
除
に
係
る
表
並
び
に
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
附
属
書
に
つ
い
て
も
我
が
国
の
も
の
の
み
が
提

出
さ
れ
る
。

（
注
）
第
百
三
十
一
回
国
会
平
成
六
年
九
月
二
十
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ

シ
ュ
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
に
関
し
、
同
協
定
の
う
ち
、
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る

一
般
協
定
に
附
属
す
る
譲
許
表
並
び
に
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
に
附
属
す
る
特
定
の
約
束
に
係
る
表
及
び
第
二

条
の
免
除
に
係
る
表
に
つ
い
て
は
、
内
閣
か
ら
、
従
来
か
ら
の
慣
行
を
踏
ま
え
、
我
が
国
の
も
の
の
み
を
提
出
す
る
旨
の
申
出

が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

第
百
三
十
二
回
国
会
平
成
七
年
四
月
十
三
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
締
結
に
つ

い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
に
関
し
、
同
協
定
の
附
属
書
に
つ
い
て
は
、
内
閣
か
ら
、
我
が
国
の
も
の
の
み
を
提
出
す
る
旨
の
申

出
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。
第
百
八
十
三
回
国
会
及
び
第
百
八
十
五
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を

改
正
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
に
関
し
て
も
、
内
閣
か
ら
同
様
の
申
出
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

な
お
、
世
界
貿
易
機
関
の
設
立
前
に
お
い
て
も
、
第
二
十
五
回
国
会
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
十
九
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事

会
に
お
い
て
、
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
譲
許
表
の
追
加
に
関
す
る
第
六
議
定
書
の
受
諾
に
つ
い
て
承
認
を
求
め



二
二
六

る
の
件
に
関
し
、
ま
た
、
第
三
十
一
回
国
会
昭
和
三
十
四
年
三
月
六
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
関
税
及
び
貿

易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
新
第
三
表
（
ブ
ラ
ジ
ル
の
譲
許
表
）
の
作
成
の
た
め
の
交
渉
に
関
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承

認
を
求
め
る
の
件
に
関
し
、
内
閣
が
、「
日
本
政
府
の
受
諾
の
対
象
と
な
り
、
か
つ
、
我
が
国
を
拘
束
し
、
し
た
が
っ
て
憲
法
第

七
十
三
条
第
三
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
国
会
の
承
認
を
要
す
る
も
の
は
、
同
議
定
書
の
う
ち
、
そ
の
本
文
及
び
我
が
国

の
譲
許
表
の
み
で
あ
る
」
と
の
理
由
に
よ
り
、
同
議
定
書
の
本
文
及
び
我
が
国
の
譲
許
表
の
み
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
了

承
し
た
。

一
六
七　

経
済
連
携
協
定
等
の
譲
許
表
等
は
、
交
渉
相
手
国
又
は
日
本
以
外

の
各
国
の
譲
許
表
等
を
除
い
た
も
の
が
提
出
さ
れ
る

経
済
連
携
協
定
等
に
は
各
国
の
譲
許
表
等
が
附
属
す
る
が
、
そ
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
で
は
、
譲
許
表

等
は
交
渉
相
手
国
又
は
日
本
以
外
の
各
国
の
も
の
を
除
い
た
も
の
が
提
出
さ
れ
る
。
そ
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
百
六
十
一
回
国
会　

平
成
十
六
年
十
月
十
二
日
提
出
さ
れ
た
経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ

コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
に
関
し
、
同
協
定
の
附
属
書
に
つ
い
て
は
、
内

閣
か
ら
の
申
出
に
基
づ
き
、
同
月
六
日
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
の
了
承
を
得
て
、
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
の
譲
許
表



二
二
七

第
十
二
章　

議
案　
　

第
一
節　

議
案
等
の
提
出　
　

（
一
六
七
、
一
六
八
）

を
除
い
た
も
の
が
提
出
さ
れ
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

一
六
八　

多
数
国
間
条
約
は
そ
の
署
名
欄
を
省
略
し
て
提
出
さ
れ
る

多
数
国
間
条
約
は
そ
の
署
名
欄
を
省
略
し
て
提
出
さ
れ
る
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、
多
数
国
間
条
約
で
あ
っ
て
も
、
国
際

会
議
に
お
け
る
採
択
等
の
方
式
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
二
国
間
条
約
の
場
合
と
同
様
に
署
名
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
署
名
欄
は
省
略
さ
れ
な
い
。

な
お
、
署
名
欄
を
省
略
す
る
場
合
に
は
、
条
約
本
文
の
末
尾
に
「（
署
名
欄
は
省
略
）」
と
記
載
す
る
。

（
注
）
第
八
十
四
回
国
会
昭
和
五
十
三
年
二
月
二
十
八
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
国
際
会
議
に
お
け
る
採
択
等
の
方

式
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
多
数
国
間
条
約
の
国
会
提
出
様
式
に
関
し
て
は
、
署
名
欄
を
省
略
す
る
こ
と
及
び
そ
の
各
国
の
署
名

状
況
等
は
、
別
途
参
考
資
料
と
し
て
条
約
の
提
出
と
同
時
に
全
議
員
に
配
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
了
承
し
た
。



二
二
八

一
六
九　

国
会
の
休
会
中
に
議
案
が
提
出
さ
れ
た
例

第
一
回
国
会　

昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で
の
国
会
の
休
会
中
、
同
月
二
日
内
閣
か
ら
農
地
開
発

営
団
の
行
う
農
地
開
発
事
業
を
政
府
に
お
い
て
引
き
継
い
だ
場
合
の
措
置
に
関
す
る
法
律
案
が
提
出
さ
れ
た
。
ま
た
、

予
備
審
査
の
た
め
内
閣
か
ら
同
日
臨
時
農
業
生
産
調
整
法
案
が
、
同
月
六
日
重
要
肥
料
業
統
制
法
等
を
廃
止
す
る
法

律
案
が
送
付
さ
れ
た
。
な
お
、
議
長
松
平
恒
雄
君
は
、
こ
れ
ら
の
議
案
を
即
日
委
員
会
に
付
託
し
た
。

参
照　

二
九
号
、
三
八
四
号
、
四
〇
七
号

第
二
節　

議
案
等
の
印
刷
及
び
配
付

一
七
〇　

議
案
は
、
そ
の
提
出
文
、
送
付
文
又
は
回
付
文
と
と
も
に
印
刷
に

付
す
る

議
案
は
、
そ
の
提
出
文
、
送
付
文
又
は
回
付
文
と
と
も
に
こ
れ
を
印
刷
に
付
す
る
。

な
お
、
修
正
案
は
、
そ
の
提
出
文
と
と
も
に
こ
れ
を
印
刷
に
付
す
る
。

（
国 

第
一
五

条
）

規 

第
二
四
条

　

 

第
二
七
条

　

 

第
一
二
五

条



二
二
九

第
十
二
章　

議
案　
　

第
一
節　

議
案
等
の
提
出　
　

（
一
六
九
）

第
二
節　

議
案
等
の
印
刷
及
び
配
付　
　

（
一
七
〇
、
一
七
一
）

参
照　

一
四
八
号
、
一
七
五
号
、
一
九
八
号
、
四
二
九
号

一
七
一　

衆
議
院
か
ら
修
正
の
上
、
送
付
又
は
回
付
さ
れ
た
内
閣
提
出
議
案

及
び
回
付
さ
れ
た
本
院
提
出
法
律
案
は
、
そ
の
修
正
に
係
る
部
分

の
み
を
印
刷
に
付
し
、
他
は
印
刷
を
省
略
す
る

内
閣
提
出
議
案
が
衆
議
院
か
ら
修
正
の
上
、
送
付
又
は
回
付
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
送
付
案
又
は
回
付
案
と
予
備
審

査
の
た
め
の
内
閣
送
付
案
又
は
本
院
議
決
案
と
を
比
照
し
、
そ
の
修
正
に
係
る
部
分
の
み
を
印
刷
に
付
し
、
他
は
印
刷

を
省
略
す
る
。

本
院
提
出
法
律
案
が
衆
議
院
か
ら
修
正
の
上
、
回
付
さ
れ
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

参
照　

一
九
八
号

規 

第
二
七
条



二
三
〇

一
七
二　

衆
議
院
提
出
法
律
案
が
予
備
審
査
の
た
め
送
付
さ
れ
た
議
案
と
異

な
る
場
合
に
は
、
提
出
案
の
全
部
を
印
刷
に
付
す
る

衆
議
院
提
出
法
律
案
が
予
備
審
査
の
た
め
さ
き
に
送
付
さ
れ
た
議
案
と
異
な
る
場
合
に
は
、
提
出
案
の
全
部
を
印
刷
に

付
す
る
。

参
照　

一
九
八
号

一
七
三　

継
続
審
査
に
付
し
た
議
案
は
、
次
の
国
会
に
お
い
て
印
刷
配
付
し

な
い
の
を
例
と
す
る

継
続
審
査
に
付
し
た
議
案
は
、
次
の
国
会
に
お
い
て
こ
れ
を
印
刷
配
付
し
な
い
の
を
例
と
す
る
。

（
注
）
第
二
回
国
会
閉
会
後
昭
和
二
十
三
年
十
月
九
日
の
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
第
二
回
国
会
に
お
い
て
継
続
審
査
に
付
し
た

議
案
は
、
第
三
回
国
会
に
お
い
て
改
め
て
印
刷
配
付
を
要
し
な
い
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
。

参
照　

一
三
八
号
、
一
八
五
号
、
一
九
九
号

規 

第
二
七
条

（
国 

第
六
八

条
）



二
三
一

第
十
二
章　

議
案　
　

第
二
節　

議
案
等
の
印
刷
及
び
配
付　
　

（
一
七
二
―
一
七
四
）

一
七
四　

議
案
等
を
印
刷
配
付
す
る
い
と
ま
が
な
く
会
議
に
付
し
た
場
合
に
、

こ
れ
を
参
事
に
朗
読
さ
せ
、
事
後
に
印
刷
配
付
し
た
例

議
案
、
修
正
案
で
緊
急
上
程
等
の
た
め
印
刷
配
付
す
る
い
と
ま
が
な
い
場
合
に
、
議
長
は
、
こ
れ
を
議
院
の
会
議
に
お

い
て
参
事
に
朗
読
さ
せ
、
議
事
を
進
め
、
事
後
に
印
刷
配
付
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

㈠　
委
員
会
審
査
省
略
要
求
書
を
付
し
た
議
案
の
例

第
一
回
国
会　

昭
和
二
十
二
年
八
月
十
五
日
の
会
議
に
お
い
て
、
片
山
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
設
定
に
関

す
る
問
題
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
際
、
民
間
貿
易
開
始
並
に
貿
易
基
金
設
定
に
対
す
る
感
謝
決
議
案
（
佐
藤
尚

武
君
外
五
名
発
議
）
が
委
員
会
審
査
省
略
要
求
書
を
付
し
て
提
出
さ
れ
た
が
、
印
刷
配
付
す
る
い
と
ま
が
な
か
っ

た
た
め
、
議
長
松
平
恒
雄
君
は
、
こ
れ
を
参
事
に
朗
読
さ
せ
た
後
、
議
院
に
諮
り
、
同
案
の
委
員
会
の
審
査
を
省

略
し
日
程
に
追
加
し
て
直
ち
に
議
題
と
し
た
。

㈡　
委
員
会
の
審
査
を
終
わ
っ
た
議
案
の
例

第
十
五
回
国
会　

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
の
会
議
に
お
い
て
、
平
和
条
約
第
十
一
条
に
よ
る
刑
の
執
行
及

び
赦
免
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
議
院
提
出
）
は
、
印
刷
配
付
す
る
い
と
ま
が
な
か
っ
た

た
め
、
議
長
佐
藤
尚
武
君
は
、
日
程
に
追
加
し
て
議
題
と
し
た
際
、
こ
れ
を
朗
読
し
て
議
事
を
進
め
る
こ
と
を
議

規 
第
二
四
条

　

 

第
二
七
条

　

 

第
一
二
五

条



二
三
二

院
に
諮
り
、
参
事
に
朗
読
さ
せ
た
後
、
法
務
委
員
長
の
報
告
を
求
め
た
（
本
案
は
、
同
日
衆
議
院
か
ら
予
備
審
査
の
た

め
送
付
、
即
日
提
出
さ
れ
、
法
務
委
員
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
。

㈢　
修
正
案
の
例

第
一
回
国
会　

昭
和
二
十
二
年
九
月
三
十
日
の
会
議
に
お
い
て
、
日
程
第
三
災
害
救
助
法
案
（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送

付
）
に
対
す
る
堀
眞
琴
君
提
出
の
修
正
案
（
当
日
提
出
）
は
、
印
刷
配
付
す
る
い
と
ま
が
な
か
っ
た
た
め
、
副
議
長

松
本
治
一
郎
君
は
、
本
案
の
委
員
長
報
告
が
終
わ
っ
た
際
、
同
修
正
案
を
参
事
に
朗
読
さ
せ
た
後
、
提
出
者
の
趣

旨
説
明
を
求
め
た
。

第
十
回
国
会　

昭
和
二
十
六
年
五
月
十
八
日
の
会
議
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
案
（
内
閣
提
出
）
に
対

す
る
委
員
会
の
報
告
に
よ
る
修
正
案
は
、
印
刷
配
付
す
る
い
と
ま
が
な
か
っ
た
た
め
、
議
長
佐
藤
尚
武
君
は
、
本

案
を
日
程
に
追
加
し
て
議
題
と
し
た
際
、
同
修
正
案
を
参
事
に
朗
読
さ
せ
た
後
、
委
員
長
の
報
告
を
求
め
た
。

第
十
五
回
国
会　

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
の
会
議
に
お
い
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）
に
対
す
る
委
員
会
の
報
告
に
よ
る
修
正
案
は
、
印
刷
配
付

す
る
い
と
ま
が
な
か
っ
た
た
め
、
議
長
佐
藤
尚
武
君
は
、
本
案
を
日
程
に
追
加
し
て
議
題
と
し
た
際
、
修
正
案
を

朗
読
し
て
議
事
を
進
め
る
こ
と
を
議
院
に
諮
り
、
同
修
正
案
を
参
事
に
朗
読
さ
せ
た
後
、
委
員
長
の
報
告
を
求
め

た
。



二
三
三

第
十
二
章　

議
案　
　

第
二
節　

議
案
等
の
印
刷
及
び
配
付　
　

（
一
七
五
）

一
七
五　

議
案
そ
の
他
の
文
書
は
、
議
員
会
館
文
書
配
付
室
に
備
付
け
の
文

書
函
に
配
付
し
、
そ
の
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
議
席
に
配
付
す

る

議
案
そ
の
他
の
文
書
は
、
議
員
会
館
文
書
配
付
室
に
備
付
け
の
文
書
函
に
こ
れ
を
配
付
し
、
そ
の
い
と
ま
が
な
い
と
き

は
、
議
席
に
配
付
す
る
。

な
お
、
国
務
大
臣
等
に
対
し
て
は
、
事
務
局
に
備
付
け
の
各
省
別
文
書
函
に
配
付
す
る
。

参
照　

一
七
〇
号
、
四
二
九
号
、
五
〇
六
号

規 
第
二
四
条

　

 

第
二
七
条

　

 

第
一
二
五

条



二
三
四

第
三
節　

議
案
の
付
託

一
七
六　

議
案
が
発
議
、
提
出
又
は
送
付
さ
れ
た
と
き
は
、
議
長
は
、
直
ち

に
こ
れ
を
適
当
な
委
員
会
又
は
憲
法
審
査
会
に
付
託
す
る

議
案
が
発
議
、
提
出
又
は
予
備
審
査
の
た
め
送
付
さ
れ
た
と
き
は
、
議
長
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
適
当
な
委
員
会
又
は
憲

法
審
査
会
に
付
託
す
る
。

議
案
が
衆
議
院
か
ら
提
出
又
は
送
付
さ
れ
た
と
き
は
、
さ
き
に
予
備
審
査
の
た
め
送
付
さ
れ
た
議
案
を
付
託
し
た
委
員

会
又
は
憲
法
審
査
会
に
付
託
す
る
。

参
照　

一
八
七
号
、
二
七
七
号

国 

第
五
六
条

 

第
一
〇
二

一
〇
二

条
の
九九

規 

第
二
九

条
―

 

第
二
九

条
の
三

憲
規 

第
二
六
条



二
三
五

第
十
二
章　

議
案　
　

第
三
節　

議
案
の
付
託　
　

（
一
七
六
―
一
七
八
）

一
七
七　

議
院
の
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
を
聴
取
す
る
こ
と
を
決
定
し
た

議
案
は
、
そ
の
趣
旨
説
明
及
び
質
疑
が
終
了
し
た
後
、
委
員
会
に

付
託
す
る

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
議
院
運
営
委
員
会
が
議
院
の
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
を
聴
取
す
る
こ
と
を

決
定
し
た
議
案
は
、
そ
の
趣
旨
説
明
及
び
質
疑
が
終
了
し
た
後
、
こ
れ
を
委
員
会
に
付
託
す
る
の
を
例
と
す
る
。
た
だ

し
、
委
員
会
付
託
後
、
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
こ
と
が
あ
る
。

参
照　

二
八
六
号
、
三
一
四
号

一
七
八　

議
案
を
付
託
す
べ
き
委
員
会
又
は
憲
法
審
査
会
を
定
め
難
い
場
合

に
は
、
議
長
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
諮
っ
て
付
託
す
る

の
を
例
と
す
る

議
案
が
い
ず
れ
の
常
任
委
員
会
若
し
く
は
憲
法
審
査
会
の
所
管
に
属
す
る
か
明
ら
か
で
な
い
場
合
、
数
個
の
常
任
委
員

会
若
し
く
は
憲
法
審
査
会
の
所
管
に
属
す
る
場
合
又
は
特
別
委
員
会
の
調
査
事
項
若
し
く
は
付
託
議
案
に
関
連
の
あ
る

（
国 

第
五
六
五
六

条
の
二二

）

規 

第
二
九
条

 

第
二
九

条
の
三

憲
規 

第
二
六
条

（
規 

第
七
四

条
）

（
憲
規 

第
一

条
）



二
三
六

場
合
で
、
付
託
す
べ
き
委
員
会
又
は
憲
法
審
査
会
を
定
め
難
い
と
き
は
、
議
長
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
諮
っ

て
付
託
す
る
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

一
八
二
号
、
一
八
三
号
、
四
一
一
号

一
七
九　

常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
議
案
に
つ
い
て
特
別
委
員
会
を
設

け
こ
れ
を
付
託
し
た
例

常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
議
案
に
つ
い
て
特
別
委
員
会
を
設
け
こ
れ
を
付
託
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
主
な
例
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
十
二
回
国
会　

昭
和
二
十
六
年
十
月
十
七
日
の
会
議
に
お
い
て
、
小
笠
原
二
三
男
君
の
動
議
に
よ
り
、
平
和
条
約

の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
及
び
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
の
締
結
に
つ

い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
い
ず
れ
も
予
備
審
査
）
を
審
査
す
る
た
め
委
員
三
十
五
人
か
ら
成
る
特
別
委
員
会
を
設

け
る
こ
と
を
議
決
し
、
同
日
議
長
佐
藤
尚
武
君
は
、
こ
れ
を
同
委
員
会
に
付
託
し
た
。

第
三
十
四
回
国
会　

昭
和
三
十
五
年
三
月
九
日
の
会
議
に
お
い
て
、
田
中
茂
穂
君
の
動
議
に
よ
り
、
日
本
国
と
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
、
日
本
国
と
ア
メ

国 

第
四
五
条

規 

第
二
九
条



二
三
七

第
十
二
章　

議
案　
　

第
三
節　

議
案
の
付
託　
　

（
一
七
九
）

リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け

る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
及
び
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
等
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
令
の
整
理
に
関
す
る
法
律
案
（
い
ず
れ
も
内
閣

提
出
、
予
備
審
査
）
を
審
査
す
る
た
め
委
員
三
十
五
人
か
ら
成
る
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
を
議
決
し
、
議
長
松

野
鶴
平
君
は
、
条
約
二
件
を
同
日
、
法
律
案
を
同
月
十
六
日
、
そ
れ
ぞ
れ
同
委
員
会
に
付
託
し
た
。

第
四
十
六
回
国
会　

昭
和
三
十
九
年
四
月
二
十
四
日
の
会
議
に
お
い
て
、
議
長
重
宗
雄
三
君
の
発
議
に
よ
り
、
結
社

の
自
由
及
び
団
結
権
の
保
護
に
関
す
る
条
約
（
第
八
十
七
号
）
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
、
公
共
企

業
体
等
労
働
関
係
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
、
地
方
公
営
企
業
労
働
関
係
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
、

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
い
ず
れ
も
内
閣
提

出
、
予
備
審
査
）
を
審
査
す
る
た
め
委
員
二
十
五
人
か
ら
成
る
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
を
議
決
し
、
同
日
議
長

は
、
こ
れ
を
同
委
員
会
に
付
託
し
た
。

第
六
十
七
回
国
会　

昭
和
四
十
六
年
十
一
月
五
日
の
会
議
に
お
い
て
、
議
長
河
野
謙
三
君
の
発
議
に
よ
り
、
琉
球
諸

島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

（
予
備
審
査
）
を
審
査
す
る
た
め
委
員
四
十
人
か
ら
成
る
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
を
議
決
し
た
。
同
件
は
同
月

二
十
四
日
衆
議
院
か
ら
送
付
さ
れ
、
十
二
月
一
日
議
長
は
、
こ
れ
を
同
委
員
会
に
付
託
し
た
。



二
三
八

第
百
回
国
会　

昭
和
五
十
八
年
九
月
二
十
一
日
の
会
議
に
お
い
て
、
議
長
木
村
睦
男
君
の
発
議
に
よ
り
、
行
政
改
革

に
関
連
す
る
諸
法
案
を
審
査
す
る
た
め
委
員
三
十
五
人
か
ら
成
る
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
を
議
決
し
た
。
国

家
行
政
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
九
十
八
回
国
会
内
閣
提
出
）
、
国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
案
、
総
務
庁
設
置
法
案
、
総
理
府
設
置
法
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
法
律
案
、
総
務
庁
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
及
び
整

理
に
関
す
る
法
律
案
（
い
ず
れ
も
内
閣
提
出
）
は
、
十
月
十
一
日
衆
議
院
か
ら
送
付
さ
れ
、
十
一
月
十
八
日
議
長
は
、

こ
れ
を
同
委
員
会
に
付
託
し
た
。

第
百
十
六
回
国
会　

平
成
元
年
十
一
月
八
日
の
会
議
に
お
い
て
、
議
長
土
屋
義
彦
君
の
発
議
に
よ
り
、
税
制
改
革
に

関
連
す
る
諸
法
案
を
審
査
し
、
併
せ
て
税
制
に
関
す
る
諸
問
題
等
を
調
査
す
る
た
め
委
員
四
十
五
人
か
ら
成
る
特

別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
を
議
決
し
た
。
同
日
議
長
は
、
消
費
税
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
、
消
費
譲
与
税
法
を
廃

止
す
る
法
律
案
、
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
、
税
制
再
改
革
基
本
法
案
、
法
人
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
、
通
行
税
法
案
、
物
品
税
法
案
、
入
場
税
法
案
及
び
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
い
ず
れ
も
久
保
亘
君
外
七
名
発
議
）
を
同
委
員
会
に
付
託
し
た
。

参
照　

一
三
三
号
、
一
八
二
号
、
一
八
三
号



二
三
九

第
十
二
章　

議
案　
　

第
三
節　

議
案
の
付
託　
　

（
一
八
〇
）

一
八
〇　

数
個
の
常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
議
案
に
つ
い
て
特
別
委
員

会
を
設
け
こ
れ
を
付
託
し
た
例

第
十
五
回
国
会
閉
会
後
の
参
議
院
緊
急
集
会　

昭
和
二
十
八
年
三
月
十
八
日
の
会
議
に
お
い
て
、
議
長
佐
藤
尚
武
君
の

発
議
に
よ
り
、
期
限
等
の
定
の
あ
る
法
律
に
つ
き
当
該
期
限
等
を
変
更
す
る
た
め
の
法
律
案
（
内
閣
提
出
）
を
審
査

す
る
た
め
委
員
二
十
五
人
か
ら
成
る
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
を
議
決
し
、
同
日
議
長
は
こ
れ
を
同
委
員
会
に
付

託
し
た
。

第
十
九
回
国
会　

昭
和
二
十
九
年
三
月
一
日
の
会
議
に
お
い
て
、
議
長
河
井
彌
八
君
の
発
議
に
よ
り
、
補
助
金
等
の
臨

時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
（
内
閣
提
出
、
予
備
審
査
）
を
審
査
す
る
た
め
委
員
二
十
五
人
か
ら
成
る
特
別
委
員
会
を

設
け
る
こ
と
を
議
決
し
、
同
日
議
長
は
、
こ
れ
を
同
委
員
会
に
付
託
し
た
。

第
九
十
五
回
国
会　

昭
和
五
十
六
年
十
月
七
日
の
会
議
に
お
い
て
、
議
長
徳
永
正
利
君
の
発
議
に
よ
り
、
行
政
改
革
を

推
進
す
る
た
め
当
面
講
ず
べ
き
措
置
の
一
環
と
し
て
の
国
の
補
助
金
等
の
縮
減
そ
の
他
の
臨
時
の
特
例
措
置
に
関
す

る
法
律
案
（
内
閣
提
出
、
予
備
審
査
）
を
審
査
す
る
た
め
委
員
三
十
五
人
か
ら
成
る
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
を
議

決
し
た
。
同
案
は
同
月
二
十
九
日
衆
議
院
か
ら
送
付
さ
れ
、
翌
三
十
日
議
長
は
、
こ
れ
を
同
委
員
会
に
付
託
し
た
。

第
百
二
回
国
会　

昭
和
六
十
年
四
月
十
七
日
の
会
議
に
お
い
て
、
議
長
木
村
睦
男
君
の
発
議
に
よ
り
、
国
の
補
助
金
等

国 
第
四
五
条

規 

第
二
九
条



二
四
〇

の
整
理
及
び
合
理
化
並
び
に
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）
を
審
査
す
る
た
め
委
員
三

十
人
か
ら
成
る
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
を
議
決
し
、
同
日
議
長
は
、
こ
れ
を
同
委
員
会
に
付
託
し
た
。

第
百
四
回
国
会　

昭
和
六
十
一
年
四
月
十
一
日
の
会
議
に
お
い
て
、
議
長
木
村
睦
男
君
の
発
議
に
よ
り
、
国
の
補
助
金

等
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
（
内
閣
提
出
、
予
備
審
査
）
を
審
査
す
る
た
め
委
員
三
十
人
か
ら
成
る
特
別
委
員

会
を
設
け
る
こ
と
を
議
決
し
た
。
同
案
は
同
月
十
七
日
衆
議
院
か
ら
送
付
さ
れ
、
翌
十
八
日
議
長
は
、
こ
れ
を
同
委

員
会
に
付
託
し
た
。

参
照　

一
三
三
号

一
八
一　

常
任
委
員
会
の
所
管
に
属
し
な
い
議
案
に
つ
い
て
特
別
委
員
会
を

設
け
こ
れ
を
付
託
し
た
例

第
一
回
国
会　

昭
和
二
十
二
年
八
月
十
五
日
の
会
議
に
お
い
て
、
北
條
秀
一
君
の
動
議
に
よ
り
、
皇
室
経
済
法
施
行
法

案
（
内
閣
提
出
、
予
備
審
査
）
を
審
査
す
る
た
め
委
員
二
十
人
か
ら
成
る
特
別
委
員
会
を
設
け
こ
れ
を
付
託
す
る
こ
と

を
議
決
し
た
。
な
お
、
同
日
同
君
の
動
議
に
よ
り
、
日
本
国
憲
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
議
決
案
（
内
閣
提
出
、
予
備

審
査
）
を
同
委
員
会
に
併
せ
て
付
託
す
る
こ
と
を
議
決
し
た
。

国 

第
四
五
条

規 

第
二
九
条



二
四
一

第
十
二
章　

議
案　
　

第
三
節　

議
案
の
付
託　
　

（
一
八
一
―
一
八
三
）

参
照　

一
三
三
号

一
八
二　

調
査
の
た
め
設
け
ら
れ
た
特
別
委
員
会
の
調
査
事
項
に
関
連
の
あ

る
議
案
は
、
そ
の
特
別
委
員
会
に
付
託
す
る
の
を
例
と
す
る

調
査
の
た
め
設
け
ら
れ
た
特
別
委
員
会
の
調
査
事
項
に
関
連
の
あ
る
議
案
は
、
そ
の
特
別
委
員
会
に
付
託
す
る
の
を
例

と
す
る
。

参
照　

一
三
三
号
、
一
三
六
号
、
一
七
六
号
、
一
七
八
号
、
一
七
九
号
、
四
一
一
号

一
八
三　

議
案
審
査
の
た
め
設
け
ら
れ
た
特
別
委
員
会
の
付
託
議
案
に
関
連

の
あ
る
議
案
を
、
そ
の
特
別
委
員
会
に
併
せ
付
託
し
た
例

第
四
十
三
回
国
会　

昭
和
三
十
八
年
六
月
十
九
日
議
長
重
宗
雄
三
君
は
、
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

及
び
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
い
ず
れ
も
内
閣
提
出
、
予
備
審
査
）
を
、
結
社
の
自
由
及
び
団
結
権

の
保
護
に
関
す
る
条
約
（
第
八
十
七
号
）
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
、
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
の

規 

第
二
九

条
の
三

規 

第
二
九

条
の
三



二
四
二

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
地
方
公
営
企
業
労
働
関
係
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
い
ず
れ
も
内
閣
提
出
、
予

備
審
査
）
を
審
査
す
る
た
め
設
け
ら
れ
た
国
際
労
働
条
約
第
八
十
七
号
等
特
別
委
員
会
に
付
託
し
た
。

第
百
六
十
五
回
国
会　

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
議
長
扇
千
景
君
は
、
日
本
国
教
育
基
本
法
案
、
地
方
教
育
行
政

の
適
正
な
運
営
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
及
び
学
校
教
育
の
環
境
の
整
備
の
推
進
に
よ
る
教
育
の
振
興
に
関
す
る
法

律
案
（
い
ず
れ
も
輿
石
東
君
外
六
名
発
議
）
を
、
教
育
基
本
法
案
（
第
百
六
十
四
回
国
会
内
閣
提
出
、
第
百
六
十
五
回
国
会

衆
議
院
送
付
）
を
審
査
す
る
た
め
設
け
ら
れ
た
教
育
基
本
法
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託
し
た
。

第
百
八
十
九
回
国
会　

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
八
日
議
長
山
崎
正
昭
君
は
、
武
力
攻
撃
危
機
事
態
に
対
処
す
る
た
め

の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
小
野
次
郎
君
発
議
）、
在
外
邦
人
の
警
護
等
を
実
施
す
る
た
め
の
自

衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
、
合
衆
国
軍
隊
に
対
す
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
の
拡
充
等
の
た
め
の
自
衛
隊

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
、
国
外
犯
の
処
罰
規
定
を
整
備
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

及
び
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
人
道
復
興
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
案
（
い
ず
れ

も
小
野
次
郎
君
外
一
名
発
議
）
を
、
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に

対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
案
（
い
ず
れ
も
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）
を
審
査
す
る
た
め
設
け
ら
れ
た
我

が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託
し
た
。



二
四
三

第
十
二
章　

議
案　
　

第
三
節　

議
案
の
付
託　
　

（
一
八
四
）

同　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
四
日
議
長
山
崎
正
昭
君
は
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
周
辺
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め

の
措
置
に
関
す
る
法
律
及
び
周
辺
事
態
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
（
い
ず
れ
も
小
野
次
郎
君
発
議
）
を
、
同
特
別
委
員
会
に
付
託
し
た
。

同　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
七
年
九
月
九
日
議
長
山
崎
正
昭
君
は
、
領
域
等
の
警
備
に
関
す
る
法
律
案
（
大
野
元

裕
君
外
七
名
発
議
）
を
、
同
特
別
委
員
会
に
付
託
し
た
。

参
照　

一
三
三
号
、
一
三
六
号
、
一
七
六
号
、
一
七
八
号
、
一
七
九
号
、
四
一
一
号

一
八
四　

議
案
の
付
託
を
変
更
し
た
例

議
案
を
委
員
会
に
付
託
し
た
後
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
議
長
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
諮
り
、

付
託
を
変
更
す
る
の
を
例
と
す
る
。
そ
の
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
九
十
一
回
国
会　

昭
和
五
十
五
年
三
月
四
日
法
務
委
員
会
に
付
託
し
た
犯
罪
被
害
補
償
法
案
（
衆
議
院
議
員
沖
本
泰

幸
君
外
二
名
提
出
、
予
備
審
査
）
に
つ
き
、
議
長
安
井
謙
君
は
、
同
月
十
七
日
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
諮
り
、

同
日
地
方
行
政
委
員
会
に
付
託
を
変
更
し
た
。



二
四
四

そ
の
他
同
例
が
あ
る
。

参
照　

四
一
五
号

一
八
五　

常
任
委
員
会
に
お
い
て
閉
会
中
に
審
査
が
終
わ
ら
な
か
っ
た
議
案

は
、
次
の
国
会
に
お
い
て
改
め
て
付
託
す
る
こ
と
な
く
審
査
を
続

け
る

常
任
委
員
会
に
お
い
て
閉
会
中
に
審
査
が
終
わ
ら
な
か
っ
た
議
案
（
予
備
審
査
の
も
の
を
含
む
）
は
、
次
の
国
会
に
お
い

て
こ
れ
を
改
め
て
付
託
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
委
員
会
に
お
い
て
審
査
を
続
け
る
。

参
照　

一
三
八
号
、
一
七
三
号

一
八
六　

決
算
が
委
員
会
に
お
い
て
審
査
未
了
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
次
の

国
会
に
お
い
て
、
議
長
は
、
こ
れ
を
委
員
会
に
付
託
す
る

決
算
が
継
続
審
査
に
付
さ
れ
る
こ
と
な
く
委
員
会
に
お
い
て
審
査
未
了
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
次
の
国
会
に
お
い
て
、

（
国 

第
六
八

条
）



二
四
五

第
十
二
章　

議
案　
　

第
三
節　

議
案
の
付
託　
　

（
一
八
五
―
一
八
七
）

議
長
は
、
こ
れ
を
委
員
会
に
付
託
す
る
。

国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
、
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
、
国
庫
債
務
負
担
行
為
総
調
書
及
び
日

本
放
送
協
会
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
説
明
書
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

参
照　

一
三
八
号
、
一
六
四
号

一
八
七　

本
院
で
議
決
し
た
議
案
が
、
衆
議
院
に
お
い
て
継
続
審
査
の
上
、

本
院
に
送
付
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
委
員
会
に
付
託
す
る

本
院
で
議
決
し
衆
議
院
に
送
付
し
た
議
案
が
、
衆
議
院
に
お
い
て
継
続
審
査
の
上
、
本
院
に
送
付
さ
れ
た
と
き
は
、
議

長
は
、
こ
れ
を
委
員
会
に
付
託
す
る
。

参
照　

一
七
六
号

（
国 

第
八
三
八
三

条
の
五五

）



二
四
六

第
四
節　

議
案
等
の
撤
回
及
び
内
閣
修
正

一
八
八　

議
案
等
の
撤
回
及
び
内
閣
修
正
は
、
文
書
に
よ
り
こ
れ
を
求
め
る

議
員
発
議
の
議
案
又
は
修
正
案
を
発
議
者
又
は
提
出
者
が
撤
回
し
よ
う
と
す
る
と
き
及
び
内
閣
が
そ
の
提
出
に
係
る
議

案
を
撤
回
又
は
修
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
書
を
も
っ
て
こ
れ
を
求
め
る
。

参
照　

二
一
三
号
、
二
五
四
号

一
八
九　

発
議
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
議
案
が
撤
回
さ
れ
た
例

発
議
者
が
議
案
を
撤
回
す
る
に
は
、
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
の
議
題
と
な
る
前
の
議
案
に
つ
い
て
は
そ
の
申
出
に
よ

り
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
委
員
会
の
議
題
と
な
っ
た
議
案
に
つ
い
て
は
委
員
会
の
許
可
を
要
し
、
議
院
の
会

議
の
議
題
と
な
っ
た
議
案
に
つ
い
て
は
議
院
の
許
可
を
要
す
る
。
発
議
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
議
案
が
撤
回
さ
れ
た
例

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

㈠　
法
律
案
が
撤
回
さ
れ
た
例

国 

第
五
九
条

規 

第
二
八
条

 

第
九
〇

条
の
二

規 

第
二
八
条



二
四
七

第
十
二
章　

議
案　
　

第
四
節　

議
案
等
の
撤
回
及
び
内
閣
修
正　
　

（
一
八
八
、
一
八
九
）

⑴　
委
員
会
の
議
題
と
な
る
前
に
撤
回
さ
れ
た
例

第
十
三
回
国
会　

昭
和
二
十
七
年
五
月
十
九
日
発
議
さ
れ
た
災
害
救
助
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
千
葉
信
君

外
十
六
名
発
議
）
は
、
同
日
厚
生
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
が
、
同
年
六
月
六
日
発
議
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
撤
回

さ
れ
た
。

第
七
十
五
回
国
会　

昭
和
五
十
年
五
月
二
十
六
日
発
議
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引

の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
桑
名
義
治
君
外
一
名
発
議
）（
第
七
十
四
回
国
会
昭
和
四
十
九

年
十
二
月
十
一
日
発
議
、
同
日
商
工
委
員
会
付
託
、
継
続
審
査
）
は
、
撤
回
さ
れ
た
。

そ
の
他
同
例
が
あ
る
。

⑵　
委
員
会
の
議
題
と
な
っ
た
後
に
撤
回
さ
れ
た
例

第
二
十
二
回
国
会　

昭
和
三
十
年
七
月
六
日
発
議
さ
れ
た
女
子
教
育
職
員
の
産
前
産
後
の
休
暇
中
に
お
け
る
学
校
教

育
の
正
常
な
実
施
の
確
保
に
関
す
る
法
律
案
（
高
田
な
ほ
子
君
外
六
名
発
議
）
は
、
同
日
文
教
委
員
会
に
付
託
さ

れ
、
審
査
中
の
と
こ
ろ
、
同
月
二
十
一
日
発
議
者
か
ら
撤
回
の
申
出
が
あ
り
、
同
日
同
委
員
会
は
、
こ
れ
を
許
可

し
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

な
お
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
議
案
が
委
員
会
の
議
題
と
な
っ
た
後
に
撤
回
さ
れ
た
こ
と
が



二
四
八

あ
る
。
そ
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
五
十
五
回
国
会　

昭
和
四
十
二
年
五
月
二
十
日
発
議
さ
れ
た
炭
鉱
労
働
者
の
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に
関
す
る
特

別
措
置
法
案
（
藤
田
藤
太
郎
君
外
一
名
発
議
）
は
、
同
年
六
月
二
十
三
日
議
院
の
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
を

聴
取
し
た
後
同
日
社
会
労
働
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
審
査
中
の
と
こ
ろ
、
同
年
七
月
二
十
日
発
議
者
か
ら
撤
回

の
申
出
が
あ
り
、
翌
二
十
一
日
同
委
員
会
は
、
こ
れ
を
許
可
し
た
。

㈡　
決
議
案
が
撤
回
さ
れ
た
例

第
二
回
国
会　

昭
和
二
十
三
年
六
月
五
日
委
員
会
審
査
省
略
要
求
書
を
付
し
て
発
議
さ
れ
た
地
方
出
先
機
関
の
整
理

に
関
す
る
決
議
案
（
中
井
光
次
君
外
一
名
発
議
）
は
、
同
月
十
八
日
発
議
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
撤
回
さ
れ
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

参
照　

一
五
三
号

一
九
〇　

提
出
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
修
正
案
が
撤
回
さ
れ
た
例

提
出
者
が
修
正
案
を
撤
回
す
る
に
は
、
修
正
の
動
議
が
会
議
の
議
題
と
な
る
前
は
そ
の
申
出
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
が
、
会
議
の
議
題
と
な
っ
た
後
は
議
院
の
許
可
を
要
す
る
。
提
出
者
か
ら
の
申
出
に
よ
り
会
議
の
議
題
と
な

規 

第
九
〇

条
の
二



二
四
九

第
十
二
章　

議
案　
　

第
四
節　

議
案
等
の
撤
回
及
び
内
閣
修
正　
　

（
一
九
〇
、
一
九
一
）

る
前
に
修
正
案
が
撤
回
さ
れ
た
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
百
九
十
八
回
国
会　

令
和
元
年
五
月
七
日
提
出
さ
れ
た
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律

及
び
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
（
大
野
元
裕
君
提
出
）
は
、
翌
八
日
提
出
者
か

ら
の
申
出
に
よ
り
撤
回
さ
れ
た
。

参
照　

三
二
七
号

一
九
一　

内
閣
か
ら
の
申
出
に
よ
り
議
案
が
撤
回
さ
れ
た
例

内
閣
が
議
案
を
撤
回
す
る
に
は
、
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
の
議
題
と
な
る
前
の
議
案
に
つ
い
て
は
そ
の
申
出
に
よ
り

こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
の
議
題
と
な
っ
た
議
案
に
つ
い
て
は
議
院
の
承
諾
を
要
す

る
。
本
院
に
提
出
さ
れ
た
議
案
が
内
閣
か
ら
の
申
出
に
よ
り
撤
回
さ
れ
た
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

㈠　
委
員
会
の
議
題
と
な
る
前
に
撤
回
さ
れ
た
例

第
二
十
四
回
国
会　

昭
和
三
十
一
年
三
月
十
二
日
提
出
さ
れ
た
社
会
福
祉
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、

同
日
社
会
労
働
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
が
、
同
月
三
十
日
内
閣
か
ら
の
申
出
に
よ
り
撤
回
さ
れ
た
。

第
四
十
三
回
国
会　

昭
和
三
十
八
年
一
月
二
十
四
日
提
出
さ
れ
た
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す

国 

第
五
九
条



二
五
〇

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
同
日
商
工
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
が
、
同
月
三
十
一
日
内
閣
か
ら
の
申

出
に
よ
り
撤
回
さ
れ
た
。

第
五
十
一
回
国
会　

昭
和
四
十
一
年
五
月
十
二
日
提
出
さ
れ
た
審
議
会
等
の
整
理
に
関
す
る
法
律
案
は
、
同
日
内
閣

委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
が
、
同
月
二
十
八
日
内
閣
か
ら
の
申
出
に
よ
り
撤
回
さ
れ
た
。

第
五
十
五
回
国
会　

昭
和
四
十
二
年
五
月
二
十
日
提
出
さ
れ
た
許
可
、
認
可
等
の
整
理
に
関
す
る
法
律
案
は
、
同
日

内
閣
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
が
、
同
月
二
十
三
日
内
閣
か
ら
の
申
出
に
よ
り
撤
回
さ
れ
た
。

第
百
七
十
四
回
国
会　

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日
提
出
さ
れ
た
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び

派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
同
年
四
月
六
日
内
閣
か

ら
の
申
出
に
よ
り
撤
回
さ
れ
た
。

㈡　
委
員
会
の
議
題
と
な
っ
た
後
に
撤
回
さ
れ
た
例

第
一
回
国
会　

昭
和
二
十
二
年
七
月
三
十
日
提
出
さ
れ
た
連
合
国
占
領
軍
、
そ
の
将
兵
又
は
連
合
国
占
領
軍
に
付
属

し
、
若
し
く
は
随
伴
す
る
者
の
財
産
の
収
受
及
び
所
持
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
案
及
び
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
三

百
十
一
号
（
昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
四
十
二
号
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
に
基

く
連
合
国
占
領
軍
の
占
領
目
的
に
有
害
な
行
為
に
対
す
る
処
罰
等
に
関
す
る
勅
令
）
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

は
、
同
日
司
法
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
審
査
中
の
と
こ
ろ
、
同
年
八
月
二
十
三
日
内
閣
か
ら
撤
回
の
申
出
が
あ
り
、



二
五
一

第
十
二
章　

議
案　
　

第
四
節　

議
案
等
の
撤
回
及
び
内
閣
修
正　
　

（
一
九
二
）

同
月
二
十
五
日
議
院
の
会
議
に
お
い
て
こ
れ
を
承
諾
し
た
。

第
二
十
四
回
国
会　

昭
和
三
十
一
年
二
月
十
日
内
閣
か
ら
撤
回
の
申
出
が
あ
っ
た
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
第
二
十
二
回
国
会
昭
和
三
十
年
七
月
四
日
提
出
、
同
日
地
方
行
政
委
員
会
付
託
、
継
続
審
査
）
は
、
同
月
十
五
日

議
院
の
会
議
に
お
い
て
撤
回
を
承
諾
し
た
。

参
照　

二
一
三
号

一
九
二　

内
閣
か
ら
の
申
出
に
よ
り
議
案
が
修
正
さ
れ
た
例

内
閣
が
議
案
を
修
正
す
る
に
は
、
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
の
議
題
と
な
る
前
の
議
案
に
つ
い
て
は
そ
の
申
出
に
よ
り

こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
議
院
の
会
議
又
は
委
員
会
の
議
題
と
な
っ
た
議
案
に
つ
い
て
は
議
院
の
承
諾
を
要
す

る
。
本
院
に
提
出
さ
れ
た
議
案
が
内
閣
か
ら
の
申
出
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

㈠　
委
員
会
の
議
題
と
な
る
前
に
修
正
さ
れ
た
例

第
四
十
六
回
国
会　

昭
和
三
十
九
年
三
月
十
九
日
提
出
さ
れ
た
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
同
日

地
方
行
政
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
が
、
同
月
三
十
一
日
内
閣
か
ら
の
申
出
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
。

㈡　
委
員
会
の
議
題
と
な
っ
た
後
に
修
正
さ
れ
た
例

国 

第
五
九
条



二
五
二

第
二
十
八
回
国
会　

昭
和
三
十
三
年
二
月
四
日
提
出
さ
れ
た
郵
便
為
替
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
同
年
三

月
一
日
提
出
さ
れ
た
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
日
逓
信
委
員
会
に
付
託
さ
れ
審
査
中

の
と
こ
ろ
、
同
年
三
月
七
日
内
閣
か
ら
修
正
の
申
出
が
あ
り
、
同
月
十
二
日
議
院
の
会
議
に
お
い
て
こ
れ
を
承
諾

し
た
。参

照　

二
一
三
号

一
九
三　

議
員
発
議
の
法
律
案
が
撤
回
さ
れ
た
場
合
及
び
内
閣
提
出
の
議
案

が
撤
回
又
は
修
正
さ
れ
た
場
合
の
通
知
に
関
す
る
例

議
員
発
議
の
法
律
案
を
予
備
審
査
の
た
め
衆
議
院
に
送
付
し
た
後
、
発
議
者
が
こ
れ
を
撤
回
し
た
場
合
又
は
委
員
会
若

し
く
は
議
院
の
会
議
に
お
い
て
撤
回
を
許
可
し
た
場
合
は
、
即
日
そ
の
旨
を
衆
議
院
に
通
知
す
る
。

議
院
の
会
議
に
お
い
て
内
閣
提
出
の
議
案
の
撤
回
又
は
修
正
を
承
諾
し
た
場
合
は
、
即
日
そ
の
旨
を
内
閣
及
び
衆
議
院

に
通
知
す
る
。

衆
議
院
か
ら
予
備
審
査
の
た
め
送
付
さ
れ
た
法
律
案
が
衆
議
院
に
お
い
て
撤
回
さ
れ
た
場
合
は
、
同
院
か
ら
本
院
に
そ

の
旨
の
通
知
が
あ
る
。



二
五
三

第
十
二
章　

議
案　
　

第
四
節　

議
案
等
の
撤
回
及
び
内
閣
修
正　
　

（
一
九
三
、
一
九
四
）

本
院
に
予
備
審
査
の
た
め
送
付
さ
れ
た
内
閣
提
出
の
議
案
が
衆
議
院
に
お
い
て
委
員
会
又
は
議
院
の
会
議
の
議
題
と
な

る
前
に
内
閣
が
撤
回
又
は
修
正
す
る
場
合
は
、
内
閣
か
ら
そ
の
旨
の
通
知
が
あ
る
。
ま
た
、
衆
議
院
が
内
閣
の
撤
回
又

は
修
正
を
承
諾
し
た
場
合
は
、
衆
議
院
か
ら
本
院
に
そ
の
旨
の
通
知
が
あ
る
。

参
照　

一
九
七
号
、
三
七
四
号

一
九
四　

議
員
発
議
の
法
律
案
が
議
決
を
要
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
旨
を
衆

議
院
に
通
知
し
た
例

第
百
七
十
一
回
国
会　

平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日
発
議
さ
れ
た
子
ど
も
に
係
る
脳
死
及
び
臓
器
の
移
植
に
関
す
る

検
討
等
そ
の
他
適
正
な
移
植
医
療
の
確
保
の
た
め
の
検
討
及
び
検
証
等
に
関
す
る
法
律
案
（
千
葉
景
子
君
外
八
名
発

議
）
に
つ
い
て
、
同
年
七
月
十
三
日
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
（
衆
議
院
提
出
）
可
決
の
結
果
、
議
決
を
要
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
旨
を
衆
議
院
に
通
知
し
た
。

第
百
八
十
九
回
国
会　

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
三
日
発
議
さ
れ
た
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
羽
田

雄
一
郎
君
外
五
名
発
議
）
に
つ
い
て
、
翌
二
十
四
日
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
（
溝
手
顕
正
君
外
九
名
発
議
）
可
決
の
結
果
、
議
決
を
要
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
旨
を
衆
議
院
に
通
知
し
た
。



二
五
四

参
照　

三
三
六
号

一
九
五　

予
備
審
査
中
の
議
案
に
つ
い
て
衆
議
院
か
ら
議
決
を
要
し
な
い
も

の
と
な
っ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
議
案
は
消
滅
し

た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う

予
備
審
査
中
の
議
案
に
つ
い
て
衆
議
院
か
ら
議
決
を
要
し
な
い
も
の
と
な
っ
た
旨
の
通
知
書
を
受
領
し
た
と
き
は
、
当

該
議
案
は
消
滅
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。

一
九
六　

内
閣
が
更
迭
し
た
場
合
に
、
前
内
閣
が
提
出
し
た
議
案
に
つ
い
て
、

新
内
閣
か
ら
そ
の
審
議
の
継
続
に
関
し
申
出
が
あ
っ
た
例

内
閣
が
更
迭
し
た
場
合
に
、
前
内
閣
が
提
出
し
た
議
案
に
つ
い
て
、
新
内
閣
か
ら
そ
の
審
議
を
進
め
ら
れ
た
い
旨
の
申

出
が
あ
っ
た
例
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
回
国
会 

昭
和
二
十
三
年
三
月
三
十
日
（
芦
田
内
閣
）

（
憲 

第
七
二

条
）



二
五
五

第
十
二
章　

議
案　
　

第
四
節　

議
案
等
の
撤
回
及
び
内
閣
修
正　
　

（
一
九
五
、
一
九
六
）

第
十
五
回
国
会
（
特
別
） 

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
四
日
（
第
四
次
吉
田
内
閣
）

第
十
六
回
国
会
（
特
別
） 

昭
和
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日
（
第
五
次
吉
田
内
閣
）

第
二
十
六
回
国
会 

昭
和
三
十
二
年
二
月
二
日
（
石
橋
内
閣
）

同 

昭
和
三
十
二
年
二
月
二
十
五
日
（
第
一
次
岸
内
閣
）

第
三
十
五
回
国
会
（
臨
時
） 

昭
和
三
十
五
年
七
月
二
十
日
（
第
一
次
池
田
内
閣
）

第
四
十
七
回
国
会
（
臨
時
） 

昭
和
三
十
九
年
十
一
月
十
三
日
（
第
一
次
佐
藤
内
閣
）

第
六
十
九
回
国
会
（
臨
時
） 

昭
和
四
十
七
年
七
月
十
日
（
第
一
次
田
中
内
閣
）

第
八
十
六
回
国
会
（
臨
時
） 

昭
和
五
十
三
年
十
二
月
八
日
（
第
一
次
大
平
内
閣
）

第
百
十
回
国
会
（
臨
時
） 

昭
和
六
十
二
年
十
一
月
十
日
（
竹
下
内
閣
）

第
百
十
四
回
国
会 
平
成
元
年
六
月
六
日
（
宇
野
内
閣
）

第
百
二
十
九
回
国
会 

平
成
六
年
四
月
二
十
八
日
（
羽
田
内
閣
）

第
百
二
十
九
回
国
会
閉
会
後 

平
成
六
年
七
月
十
五
日
（
村
山
内
閣
）

第
百
四
十
七
回
国
会 

平
成
十
二
年
四
月
五
日
（
第
一
次
森
内
閣
）

第
百
五
十
一
回
国
会 

平
成
十
三
年
四
月
二
十
六
日
（
第
一
次
小
泉
内
閣
）

第
百
七
十
四
回
国
会 

平
成
二
十
二
年
六
月
八
日
（
菅
内
閣
）



二
五
六

第
百
七
十
八
回
国
会
（
臨
時
）　
　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
十
三
日
（
野
田
内
閣
）

な
お
、
衆
議
院
に
対
し
て
の
み
申
出
が
あ
っ
た
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
七
十
四
回
国
会
（
臨
時
） 

昭
和
四
十
九
年
十
二
月
十
日
（
三
木
内
閣
）

第
九
十
二
回
国
会
（
特
別
） 

昭
和
五
十
五
年
七
月
十
八
日
（
鈴
木
内
閣
）

第
九
十
七
回
国
会
（
臨
時
） 

昭
和
五
十
七
年
十
一
月
三
十
日
（
第
一
次
中
曽
根
内
閣
）

第
百
一
回
国
会
（
特
別
） 

昭
和
五
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
（
第
二
次
中
曽
根
内
閣
）

第
百
六
回
国
会
（
特
別
） 

昭
和
六
十
一
年
七
月
二
十
三
日
（
第
三
次
中
曽
根
内
閣
）

第
百
十
五
回
国
会
（
臨
時
） 

平
成
元
年
八
月
十
日
（
第
一
次
海
部
内
閣
）

第
百
二
十
二
回
国
会
（
臨
時
） 

平
成
三
年
十
一
月
六
日
（
宮
澤
内
閣
）

第
百
四
十
三
回
国
会
（
臨
時
） 
平
成
十
年
七
月
三
十
一
日
（
小
渕
内
閣
）

第
百
六
十
五
回
国
会
（
臨
時
） 

平
成
十
八
年
九
月
二
十
六
日
（
第
一
次
安
倍
内
閣
）

第
百
六
十
八
回
国
会
（
臨
時
） 

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日
（
福
田
内
閣
）

第
百
七
十
回
国
会
（
臨
時
） 

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日
（
麻
生
内
閣
）

第
二
百
二
回
国
会
（
臨
時
） 

令
和
二
年
九
月
十
六
日
（
菅
内
閣
）

第
二
百
五
回
国
会
（
臨
時
） 

令
和
三
年
十
月
四
日
（
第
一
次
岸
田
内
閣
）



二
五
七

第
十
二
章　

議
案　
　

第
五
節　

議
案
の
送
付
、
回
付
、
返
付
及
び
通
知　
　

（
一
九
七
、
一
九
八
）

第
五
節　

議
案
の
送
付
、
回
付
、
返
付
及
び
通
知

一
九
七　

議
案
の
送
付
、
回
付
、
通
知
等
は
、
議
決
の
当
日
に
行
う

議
案
の
送
付
、
回
付
又
は
議
決
通
知
等
は
、
議
決
の
当
日
に
こ
れ
を
行
う
。

議
案
の
返
付
は
、
衆
議
院
送
付
案
の
否
決
等
の
議
決
を
行
っ
た
当
日
又
は
衆
議
院
か
ら
国
会
法
第
八
十
三
条
の
三
に
よ

る
通
知
が
あ
っ
た
当
日
に
こ
れ
を
行
う
。

一
九
八　

議
案
の
送
付
、
回
付
及
び
返
付
の
取
扱
い
に
関
す
る
例

本
院
提
出
法
律
案
を
衆
議
院
に
送
付
す
る
場
合
は
、
提
出
文
、
理
由
及
び
そ
の
法
律
施
行
に
要
す
る
経
費
を
明
ら
か
に

し
た
文
書
を
除
い
た
議
案
の
印
本
を
本
書
と
し
、
こ
れ
に
送
付
文
を
添
付
す
る
。
な
お
、
修
正
議
決
し
た
場
合
に
は
、

本
書
に
修
正
部
分
を
記
入
し
た
も
の
を
用
い
る
の
を
例
と
す
る
が
、
刷
り
直
し
た
も
の
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、

本
院
議
員
提
出
法
律
案
を
予
備
審
査
の
た
め
衆
議
院
に
送
付
す
る
場
合
は
、
そ
の
議
案
の
印
本
に
送
付
文
を
添
付
す
る
。

衆
議
院
提
出
法
律
案
を
回
付
す
る
場
合
は
、
本
書
の
ほ
か
、
そ
の
議
案
の
印
本
に
修
正
部
分
を
記
入
し
た
も
の
と
回
付

国 

第
八
三

条
―

 

第
八
三

条
の
三

 

第
八
三

条
の
五

 

第
八
七
条

 

第
九
三
条

国 

第
八
三

条
―

 

第
八
三

条
の
三

 

第
八
三

条
の
五

 

第
八
七
条

規 

第
二
五
条

（
規 

第
二
四

条
）



二
五
八

文
を
添
付
す
る
。

内
閣
提
出
議
案
を
可
決
し
て
衆
議
院
に
送
付
す
る
場
合
は
、
本
書
に
送
付
文
を
添
付
し
、
修
正
議
決
し
て
送
付
す
る
場

合
は
、
本
書
の
ほ
か
、
そ
の
議
案
の
印
本
に
修
正
部
分
を
記
入
し
た
も
の
と
送
付
文
を
添
付
し
、
ま
た
、
衆
議
院
に
お

い
て
可
決
し
た
内
閣
提
出
議
案
を
回
付
す
る
場
合
は
、
衆
議
院
か
ら
送
付
さ
れ
た
本
書
の
ほ
か
、
そ
の
議
案
の
印
本
に

本
院
に
お
け
る
修
正
部
分
を
記
入
し
た
も
の
と
回
付
文
を
添
付
す
る
。
衆
議
院
に
お
い
て
修
正
議
決
し
た
内
閣
提
出
議

案
を
回
付
す
る
場
合
は
、
本
書
の
ほ
か
、
そ
の
議
案
の
印
本
に
衆
議
院
に
お
け
る
修
正
部
分
及
び
本
院
に
お
け
る
修
正

部
分
を
記
入
し
た
も
の
と
回
付
文
を
添
付
す
る
。

衆
議
院
に
お
い
て
可
決
し
た
議
案
を
返
付
す
る
場
合
は
、
本
書
に
返
付
文
を
添
付
す
る
。
衆
議
院
に
お
い
て
修
正
議
決

し
た
議
案
を
返
付
す
る
場
合
は
、
本
書
の
ほ
か
、
そ
の
議
案
の
印
本
に
衆
議
院
に
お
い
て
修
正
部
分
を
記
入
し
た
も
の

と
返
付
文
を
添
付
す
る
。

参
照　

一
五
八
号
、
一
七
〇
号
―
一
七
二
号
、
二
〇
三
号



二
五
九

第
十
二
章　

議
案　
　

第
五
節　

議
案
の
送
付
、
回
付
、
返
付
及
び
通
知　
　

（
一
九
九
）

第
六
節　

法
律
等
の
奏
上
、
送
付
及
び
通
知　
　

（
二
〇
〇
）

一
九
九　

継
続
審
査
に
付
し
た
議
員
発
議
の
法
律
案
は
、
次
の
国
会
に
お
い

て
衆
議
院
に
対
し
改
め
て
予
備
審
査
の
た
め
の
送
付
を
行
わ
な
い

継
続
審
査
に
付
し
た
議
員
発
議
の
法
律
案
は
、
次
の
国
会
に
お
い
て
衆
議
院
に
対
し
改
め
て
予
備
審
査
の
た
め
の
送
付

を
行
わ
な
い
。

参
照　

一
三
八
号
、
一
七
三
号

第
六
節　

法
律
等
の
奏
上
、
送
付
及
び
通
知

二
〇
〇　

法
律
の
奏
上
は
、
議
決
の
当
日
に
行
う

衆
議
院
か
ら
提
出
、
送
付
又
は
回
付
さ
れ
た
法
律
案
及
び
衆
議
院
か
ら
送
付
さ
れ
た
法
律
案
の
両
院
協
議
会
成
案
を
本

院
に
お
い
て
可
決
し
又
は
こ
れ
に
同
意
し
た
と
き
は
、
そ
の
当
日
内
閣
を
経
由
し
て
公
布
を
奏
上
し
、
同
時
に
そ
の
旨

を
衆
議
院
に
通
知
す
る
。

参
照　

三
二
九
号

規 

第
二
五
条

国 

第
六
五
条

（
国 

第
一

〇

二

一

〇

二

条
の
三三

）



二
六
〇

二
〇
一　

法
律
案
以
外
の
国
会
の
議
決
を
要
す
る
議
案
の
内
閣
へ
の
送
付
は
、

議
決
の
当
日
に
行
う

法
律
案
以
外
の
国
会
の
議
決
を
要
す
る
議
案
（
憲
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
議
決
案
、
予
算
、
条
約
、
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び

各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
、
決
算
調
整
資
金
か
ら
の
歳
入
組
入
れ
に
関
す
る
調
書
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件
、
国
会
の
承
認
を
求
め

る
の
件
）
で
衆
議
院
か
ら
送
付
又
は
回
付
さ
れ
た
も
の
及
び
衆
議
院
か
ら
送
付
さ
れ
た
両
院
協
議
会
成
案
を
本
院
に
お

い
て
可
決
し
又
は
こ
れ
に
同
意
し
た
と
き
は
、
そ
の
当
日
こ
れ
を
内
閣
に
送
付
す
る
と
と
も
に
そ
の
旨
を
衆
議
院
に
通

知
す
る
。

二
〇
二　

決
算
に
つ
き
議
決
し
た
と
き
は
、
そ
の
当
日
議
決
の
内
容
を
内
閣

に
通
知
す
る

決
算
に
つ
き
議
決
し
た
と
き
は
、
そ
の
当
日
議
決
の
内
容
を
内
閣
に
通
知
す
る
。

国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
、
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
、
国
庫
債
務
負
担
行
為
総
調
書
及
び
日

本
放
送
協
会
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
資
本
等
変
動
計
算
書
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書

国 

第
六
五
条

（
国 

第
一

〇

二

一

〇

二

条
の
三三

）



二
六
一

第
十
二
章　

議
案　
　

第
六
節　

法
律
等
の
奏
上
、
送
付
及
び
通
知　
　

（
二
〇
一
―
二
〇
四
）

並
び
に
こ
れ
ら
に
関
す
る
説
明
書
に
つ
き
議
決
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

二
〇
三　

法
律
等
の
奏
上
及
び
送
付
の
取
扱
い
に
関
す
る
例

法
律
を
奏
上
す
る
場
合
は
、
提
出
文
及
び
理
由
を
除
い
た
議
案
の
印
本
に
奏
上
文
を
添
付
す
る
。

法
律
案
以
外
の
国
会
の
議
決
を
要
す
る
議
案
を
議
決
し
、
こ
れ
を
内
閣
に
送
付
す
る
場
合
は
、
提
出
文
及
び
理
由
を
除

い
た
議
案
の
印
本
に
送
付
文
を
添
付
す
る
。

な
お
、
修
正
議
決
し
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
印
本
に
修
正
部
分
を
記
入
す
る
。

二
〇
四　

決
議
を
内
閣
に
送
付
す
る
場
合
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
送
付
し
、

関
係
大
臣
に
は
送
付
し
な
い

議
院
の
決
議
を
内
閣
に
送
付
す
る
場
合
は
、
議
決
の
当
日
、
そ
の
決
議
文
を
議
長
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
に
送
付
し
、
関

係
大
臣
に
は
送
付
し
な
い
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

三
七
二
号
、
三
七
三
号

国 

第
六
五
条

（
国 

第
一

〇

二

一

〇

二

条
の
三三

）



二
六
二

二
〇
五　

決
議
の
外
国
政
府
等
に
対
す
る
伝
達
方
を
政
府
に
依
頼
し
た
例

第
五
回
国
会　

昭
和
二
十
四
年
五
月
十
四
日
事
務
総
長
小
林
次
郎
君
は
、
同
年
四
月
二
十
六
日
の
会
議
に
お
い
て
議
決

し
た
海
外
残
留
同
胞
引
揚
促
進
に
関
す
る
決
議
の
関
係
方
面
に
対
す
る
伝
達
方
を
、
外
務
次
官
に
依
頼
し
た
。

第
十
五
回
国
会　

昭
和
二
十
八
年
二
月
四
日
議
長
佐
藤
尚
武
君
は
、
同
日
の
会
議
に
お
い
て
議
決
し
た
ス
エ
ー
デ
ン
国
、

ス
イ
ス
国
、
ス
ペ
イ
ン
国
及
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
に
対
す
る
感
謝
決
議
の
関
係
各
国
に
対
す
る
伝
達
方
を
、
岡
崎
外
務

大
臣
に
依
頼
し
た
。

第
十
六
回
国
会　

昭
和
二
十
八
年
七
月
四
日
議
長
河
井
彌
八
君
は
、
同
日
の
会
議
に
お
い
て
議
決
し
た
フ
ラ
ン
ス
共
和

国
及
び
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
の
戦
犯
特
赦
に
対
す
る
感
謝
決
議
の
両
国
に
対
す
る
伝
達
方
を
、
岡
崎
外
務
大
臣
に
依

頼
し
た
。

第
十
九
回
国
会　

昭
和
二
十
九
年
四
月
五
日
議
長
河
井
彌
八
君
は
、
同
日
の
会
議
に
お
い
て
議
決
し
た
原
子
力
国
際
管

理
並
び
に
原
子
兵
器
禁
止
に
関
す
る
決
議
の
国
際
連
合
に
対
す
る
伝
達
方
を
、
岡
崎
外
務
大
臣
に
依
頼
し
た
。

第
二
十
三
回
国
会　

昭
和
三
十
年
十
二
月
七
日
議
長
河
井
彌
八
君
は
、
同
日
の
会
議
に
お
い
て
議
決
し
た
国
際
連
合
ヘ

の
加
盟
に
関
す
る
決
議
の
国
際
連
合
及
び
関
係
各
国
に
対
す
る
伝
達
方
を
、
重
光
外
務
大
臣
に
依
頼
し
た
。

第
二
十
四
回
国
会　

昭
和
三
十
一
年
二
月
十
日
議
長
河
井
彌
八
君
は
、
同
日
の
会
議
に
お
い
て
議
決
し
た
原
水
爆
の
実



二
六
三

第
十
二
章　

議
案　
　

第
六
節　

法
律
等
の
奏
上
、
送
付
及
び
通
知　
　

（
二
〇
五
）

験
禁
止
に
関
す
る
決
議
の
国
際
連
合
及
び
関
係
各
国
に
対
す
る
伝
達
方
を
、
重
光
外
務
大
臣
に
依
頼
し
た
。

第
二
十
六
回
国
会　

昭
和
三
十
二
年
三
月
十
五
日
議
長
松
野
鶴
平
君
は
、
同
日
の
会
議
に
お
い
て
議
決
し
た
原
水
爆
の

禁
止
に
関
す
る
決
議
の
国
際
連
合
及
び
関
係
各
国
に
対
す
る
伝
達
方
を
、
岸
外
務
大
臣
に
依
頼
し
た
。

第
七
十
七
回
国
会　

昭
和
五
十
一
年
二
月
二
十
三
日
議
長
河
野
謙
三
君
は
、
同
日
の
会
議
に
お
い
て
議
決
し
た
ロ
ッ

キ
ー
ド
問
題
に
関
す
る
決
議
の
米
国
上
院
及
び
米
国
政
府
に
対
す
る
伝
達
方
を
、
三
木
内
閣
総
理
大
臣
に
依
頼
し
た
。

第
八
十
七
回
国
会　

昭
和
五
十
四
年
二
月
十
四
日
議
長
安
井
謙
君
は
、
同
日
の
会
議
に
お
い
て
議
決
し
た
航
空
機
輸
入

問
題
に
関
す
る
決
議
の
米
国
政
府
に
対
す
る
伝
達
方
を
、
大
平
内
閣
総
理
大
臣
に
依
頼
し
た
。

第
百
三
十
二
回
国
会　

平
成
七
年
二
月
九
日
議
長
原
文
兵
衛
君
は
、
同
日
の
会
議
に
お
い
て
議
決
し
た
兵
庫
県
南
部
地

震
災
害
に
対
す
る
国
際
的
支
援
等
に
感
謝
す
る
決
議
の
支
援
国
等
に
対
す
る
伝
達
方
を
、
村
山
内
閣
総
理
大
臣
に
依

頼
し
た
。

第
百
四
十
回
国
会　

平
成
九
年
四
月
二
十
五
日
議
長
斎
藤
十
朗
君
は
、
同
日
の
会
議
に
お
い
て
議
決
し
た
在
ペ
ル
ー
日

本
国
大
使
公
邸
占
拠
・
人
質
事
件
の
解
決
に
感
謝
す
る
決
議
の
関
係
各
国
等
に
対
す
る
伝
達
方
を
、
藤
本
内
閣
総
理

大
臣
臨
時
代
理
に
依
頼
し
た
。

第
百
七
十
七
回
国
会　

平
成
二
十
三
年
四
月
十
五
日
議
長
西
岡
武
夫
君
は
、
同
日
の
会
議
に
お
い
て
議
決
し
た
東
日
本

大
震
災
に
対
す
る
国
際
的
支
援
に
感
謝
す
る
決
議
の
支
援
国
等
に
対
す
る
伝
達
方
を
、
菅
内
閣
総
理
大
臣
に
依
頼
し



二
六
四

た
。
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